
 

 

 

 

国立感染症研究所村山庁舎における「特定一種病原体による重症感染症に

対する治療体制の確立」について 

 

 

 このことについて、令和５年１１月８日（水）に開催された、第２７回国立感染

症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会において、別紙のとおり報告がありましたの

で、お知らせします。 
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